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中学校運動部活動普及強化奨励事業実施要項
１　趣　　旨

中学校運動部活動普及強化奨励事業計画に基づき実施する。

２　事業名
⑴普及奨励事業
　①中学生地区別育成強化事業
　②中学生競技別育成強化事業
　③関東・全国特別強化事業
⑵指導者養成事業

３　経　　費
⑴事業実施にあたっての経費は、県からの補助金より県中体連が負担するほか、その他の負担による。
⑵中体連が負担する経費の使途基準は別表による。

４　主催・主管
主催　　栃木県中学校体育連盟・（公財）栃木県スポーツ協会・地区中学校体育連盟

　　　　　　栃木県教育委員会・栃木県市町村教育委員会連合会
主管　　関係専門部等

５　期間・内容
事業を実施する期間は、令和 4年 4月～令和 5年 3月とし、内容は以下とする。
⑴合宿練習
⑵合宿以外の練習
⑶県内外の遠征試合
⑷中体連主催以外の大会への参加
⑸指導者の関東大会・全国大会等への派遣

６　参加対象
⑴中学生地区別普及奨励事業においては、地区中体連関係専門部が選出した生徒
⑵中学生競技別普及奨励事業においては、県中体連専門部が選出した生徒
⑶各専門部が推薦した指導者及び上記生徒の引率者
⑷派遣対象は、中体連関係者の中から会長が選出した指導者

７　計　　画
⑴実施校、専門部及び地区は、下記期日までに申請書、実施計画書（様式 15・16）を県中体連事務局に提出する。
　最終提出：6月末日
⑵計画書提出後変更が生じた場合は、県中体連事務局に連絡する。

８　報　　告
実施校、専門部及び地区は、全ての事業が終了し次第、実施報告書（様式 18 ～）を県中体連事務局に提出する。

９　実施上の留意事項
⑴事業の実施にあたっては、参加者の所属長並びに保護者に事業の趣旨の理解と承諾を得て実施する。
⑵参加者の健康管理には十分留意し、教育的な配慮のもとに事業を実施する。
⑶事業実施中事故が発生した場合は、速やかに県中体連事務局に連絡する。


